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◆ 保険料の計算方法 （平成26年度）

　保険料は、すべての加入者（被保険者）の方にかかります。
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【問合先】北海道後期高齢者医療広域連合☎011‐290‐5601／市民生活課保険医療係☎②3188

　後期高齢者医療制度の保険料は、2年ごとに改定され加入者が等しく負担する「均等割」と、所得に応じ
て負担する「所得割」で構成されています。
　平成26・27年度の新しい保険料率などが決まりましたのでお知らせします。
　なお、平成26年度の保険料は7月に個別に通知します。

検診場所 検診期間
岩見沢市立総合病院市民健康センター
（岩見沢市8条西7‐9）☎0126‐32‐0888

4月～
翌年3月

北海道中央労災病院健康診断センター
（岩見沢市4条東16‐5）
☎0126‐22‐1300

8月～
翌年3月

円山クリニック
（札幌市中央区大通西26‐3‐16）
☎011‐611‐7766

4月～
翌年3月

【検診場所・期間】

◆ 保険料の軽減について
　世帯主や加入者（被保険者）の所得に応じて、保険料の軽減があります。

（1）均等割の軽減………均等割（51,472円）は、所得に応じて次のとおり軽減されます。

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合
平成25年度
均等割額

平成26年度
均等割額

比較

33万円かつ加入者全員が年金収入80万円
以下でほかの所得がない

9割軽減 4,700円 5,100円 400円増

33万円 8.5割軽減 7,100円 7,700円 600円増
33万円＋（24万5千円×世帯の被保険者数） 5割軽減 23,800円 25,700円 1,900円増
33万円＋（45万円×世帯の被保険者数） 2割軽減 38,100円 41,100円 3,000円増
※保険料の計算は、均等割額と所得割額を合算後に、100円未満を切り捨てます。

（2）所得割の軽減………加入者個人の所得で判定します。
　前年の所得から33万円を引いた額が58万円以下の方は、所得割が5割軽減となります。

後期高齢者医療制度 保険料改定
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◆ 介護保険料を年金から納めている方へ
　平成26年度の介護保険料は6月に世帯の所得状況が確定した後、表
1の区分で年間の保険料を決定します。
　このため、介護保険料を年金からの引き去りで納めている方は、表
2のとおり4月から8月までは仮徴収とし、保険料が確定した後の10
月以降は本徴収として年金から引き去ります。
　なお、年間保険料は7月中旬に決定通知書を郵送しお知らせします。
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【表2】年金からの引き去り方法
平成26年度仮徴収
平成26年 4月 原則、平成26年2月の保険

料と同額を仮徴収として年
金から引き去ります。（※）

平成26年 6月
平成26年 8月
平成26年度本徴収
平成26年10月 年間保険料が決定した後

に残りの保険料を年金か
ら引き去ります。

平成26年12月
平成27年 2月
※6月と8月の仮徴収額については、年金
から引き去りされる保険料の金額を均等
にするため、2月の引き去り額と違う場合
がありますのでご了承ください。

【表1】平成26年度介護保険料
所得段階 対象者 年間保険料

第1段階
生活保護受給者および老齢福祉年
金受給者で、世帯全員が市民税非課
税の方

29,700円

第2段階
世帯の全員が市民税非課税で、前年
の課税年金収入と合計所得金額の
合計額が80万円以下の方

29,700円

第3段階
世帯の全員が市民税非課税で、前年
の課税年金収入と合計所得金額の
合計額が80万円を超える方

44,600円

第4段階 世帯のどなたかに市民税が課税され
ているが本人は市民税非課税の方 59,500円

第5段階 本人が市民税課税で、前年の合計所
得金額が190万円未満の方 74,400円

第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所
得金額が190万円以上の方 89,200円

介護保険料のお知らせ

【問合先】
市民生活課介護保険係☎②3611

◆ 市が発送する納付書で介護保険料を納めている方へ
　7月中旬に納付書を発送しますので、納期（7月～翌年2月の全8回）ごとに納めてください。
　口座振替をご希望の場合は、預貯金通帳とその通帳に使用している印かんを持参の上、金融機関また
は郵便局で手続きをしてください。
　40歳以上64歳までの方の保険料は、加入している健康保険によって異なりますので、各健康保険へ直
接お問い合わせください。
　昨年9月までに65歳を迎えた方や三笠市に転入した方は4月の年金から引き去りを開始します。表1の
年間保険料を6等分し100円未満を切り捨てた額が仮徴収されます。対象となる方については、4月上旬
に仮徴収の通知を送付しますのでご確認ください。




